
京都上鳥羽ユーマーズ 規約
第一条 団体の概要

1 この団体は、京都上鳥羽ユーマーズ（英表記：Kyoto Kamitoba UMAs 以下UMAｓと表記）という団体名であり、
動 は、 フト ー を 心とした ポー 動、及びレクリ ー ン・地 勯・ 人 育成を 的とした団体である

2 本拠地は、上鳥羽公園野球場（京都市南区）とする
3 勳は2 5 11 27 、以 勢な 動としては 勳 フト ー 球団として勶在に る

第二条
1 団 は、「つよく たのしく たくましく」とする
2 団員としての心構えとして、5原則を有する

1) 全員参加の全員プレー 4) 役割担当明確に、受けた任務はまっとうする
2) 仕事は仕事 UMAsはUMAs 5) いつも明るくいつも楽しく 
3) チームワークと愛情重視でメンバー同士支え合う

3 上記の 団 と5原則を、UMAｓの とする

第三条 団員規定
1 UMAｓの団員になるには、3つの条件を全て有する者に限られる

1) UMAｓ公認のユニフォームを購入または保持している（または購入・保持の意思がある）
2) 部費を している
3) に共 している

2 入団 勸 は、部費の 入と代表者の承認によって完 （入団成 ）とする
3 第三条1項の団員3条件を満たさない者については、以下に分類される

1) 準団員 … ユニフォームを有さない、または部費を していないが、 合に参加している者、または入団 の者
2) 助っ人 … 団員勘拒によって 招集された者

4 団に しては、勢に以下5つのい れかの事拟に及んだ場合、役員会及び 拻 委員会が の上、その者を 団とする
1) 部費の未払い
2) （ ・メー ）の勘通
3) 本人より 団の し入れがあり、役員会がそれを受 した場合
4) りに 意に 害を及 したと される を招こした場合
5) その 明らかに 勸が勘 であると される場合

第四条 部費
1 部費は原則的に、 で 拢に する
2 は で6 （ ）とする
3 部費 は、団員としての必 条件であるが、以下3つの 外を認め部費未払いであっても団員と認定する
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1) 、UMAsの 動（勢に 合）に も参加で なかった場合は、 の部費を とする
ただし、有 勡 は2 とし、3 も部費未払いの場合は 拻 委員会が 議の上、 団 いと されれば 団となる

2) 勩 ・育 、 など、 を得ないと される場合は、 勡限の 勡とする
ただし、 勡勡 については、 拻 委員会と 議の上、役員会の承認を必要とする

3) その 特別な事 が発 した場合は、特 として団員と認定する
4 傷害保険への加入については、任意参加とする

第五条 役割構成
1 UMAsの ポー 動をより に、 と 確に実 していくことを 的として、下記委員会を勧定し 動する

1) 拻 委員会 … ・ ・拔 の拻 、購入、プ ンニングを実 する
2) 成 拻 委員会 … 公 勛 の勛 を拻 ・承認し、各 の勧定と企画を実 する
3) 拻 委員会 … 傷害保険と団員拻 の実務、規約の拻 、レクリ ー ンの企画と運営を実 する
4) 拉務拻 委員会 … 会 拻 、会 監 を 心とした、拉務拻 と勳 を実 する
5) 勳拻 委員会 … グ ンド 約を 心とした 勳 の拻 と運営を実 する
6) 広報推進委員会 … ップ、 グ 新 、広報を推進して ・メンバー 集の実務を する
7) 委員会統括（事務局） … 上記委員会を統括し、 合・ ・ ント開催のための実務を する

2 委員会統括（事務局）が各委員会を統括し、 勻を有する
3 各委員会が有務的に 合し、 団 の 成と5原則の に けた 的な 動については、団員もこれに することを拣務 けるものとする

第 条 役員構成
1 UMAsの役員構成は以下の通りとする

1) 代表（総監督） … UMAsの勞 責任者
2) 代表（監督代 ） … 代表業務のサポーター兼実務者
3) コーチ（ヘッドコーチ・各育成コーチ） … 人 育成の勳 と実 者
4) 事務局（事務局 ・事務局 ） … 委員会統括及びチームの運営責任者

2 各役員の名 及び役割 に しては、役員会の承認を必要とする
3 役員は原則として に自動 新とする
4 役員の就任及び役員の任務から外れる場合は、役員会の承認を必要とする
5 役員会の発議（招集と開催）は、団員であればその勻 を有し、代表者がその開催を承認した場合に限り に認められる
6 役員会の開催においては、役員の過半数の参加を有するが、委任による欠席が認められた場合は、その欠席者も参加人数としてカウントされる
7 参加リーグの選定、開催リーグの企画など、所属リーグ及び所属共同体の選定については、役員会の承認を必要とする

第七条 規約の刷新
1 本規約の改定及び刷新については、以下の条件を全て満たした場合、「規約刷新委員会」が特別招集される

1) 全団員の過半数の賛同を得る
2) 役員会メンバーの過半数の賛同を得る
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3) 発議者による代替案が存在している
2 規約刷新委員会は、全団員の総意を得て、運営責任者と参加者が決定される
3 第七条2項の工程を踏んだ上で、完成した規約を役員会に上程すれば、自動的に承認される
4 新しい規約については、 成した の1 より、 される

第八条 規約の
1 本規約は、 成26 11 16 に承認を得、同 11 17 より されるものとする
2 成26 11 16 勶在の役員会メンバーの参加・承認・委任が過半数に したと され、ここにその を する

京都上鳥羽ユーマーズ
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